
入園案内 
 

開所時間  

午前７時から午後６時（保育認定時間が「標準」の場合） 

午前８時３０分から午後４時３０分（保育認定時間が「短時間」の場合） 

 

入園申込みに必要なもの 

・申込書 

・誓約書 

・保護者様の身分証明証のコピー 

・お子様の保険証のコピー 

・印鑑 

 

 

 

 

年間行事 

毎月の行事 ★避難訓練 

★身体測定 

★お誕生日会（月末） 

春季行事    ★入園（写真撮影） 

★健康診断 

★こどもの日 

夏季行事    ★七夕まつり 

★プールあそび 

秋季行事  ★七五三 

★ハロウィーンパーティー 

★健康診断 

冬季行事    ★節分 

★クリスマス会 

★ひなまつり 

 

※一部変更になる場合がございます。 

園の一日 

７：００～  順次当園 自由遊び 

９：３０～  設定保育 

（製作・歌遊び・手遊び・外遊び等） 

１１：３０～ お昼ごはん（給食） 

       ハミガキ 

１２：３０～ 午睡 

１５：００  おやつ 

１６：００  かえりの会 

１８：００  退園 

 

通園に必要なもの 

★着替え（１組以上） 

★バスタオル２枚（お昼寝用・オムツ交換用） 

★粉ミルク・哺乳瓶（ミルクを飲んでいるお子様の場合） 

★おやつ（必要な方のみ） 

★オムツ・おしりふき 

★食器（はし、スプーン、フォーク、コップ） 

★歯ブラシ 

★エプロン（ポッケ付が望ましい） 

★昼寝布団（希望者のみ） 

（布団を持参される方は週初めにお持ち頂き、週末にお

持ち帰りして頂きます。） 

※持ち物にはすべて名前の記入をお願い致します。 

 



 

 

 

園からご家庭へ 

各家庭からのお手紙、「お知らせ」、「お願い」等はおたより帳に記入して下さい。 

 

休園日について 

日曜日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

休日（国民の祝日に関する法律 第３条に規定する休日） 

 

面会について 

小さな子どもばかりの生活集団である「保育園」では何より安全が最優先されます。 

保育者は園児が登園すれば目を離すことが出来ませんので、保育開始以降の面会は控えさせて頂き

ます。 

連絡事項は電話にてお願い致します。 

 

保育料のお支払について 

保育料は当園でのお支払いになります。月末までにお支払いをお願い致します。 

 

延長保育について（最大１９時まで） 

１時間４３２円（税込）  認定保育時間が「標準」の方 

１８：００～１９：００ 

            認定保育時間が「短時間」の方 

７：００～８：３０  １６：３０～１９：００ 

 

薬について（薬の持参はお控え下さい） 

薬を飲むということは病気であるため、本来家庭でしっかり安静をとって早く治して頂くことが一

番よいことです。保護者以外の人が薬を飲ませることは、医療行為であることをご理解いただき、

手違いで大変なことになりかねませんので薬の持参は控えて下さい。１日３回の飲まなければいけ

ない場合は、朝、夕、寝る前の３回に出来ないか、担当医師に相談してみて下さい。 

 

どうしてもやむを得ない場合は… 

①日付と時間（昼食前後のみ）・名前（フルネーム）・何の薬か黒マジック等でわかりやすく記入

し１回分だけ持たせて下さい。（事務所で服用します。） 

②持たせたことを必ず伝えて下さい。 

※市販の薬は絶対に持たせないで下さい。 

 

 

重要なお知らせ 



登園してはいけない病気 

・インフルエンザ 

・百日せき 

・麻疹（はしか） 

・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 

・風疹（三日ばしか） 

・水ぼうそう 

・咽頭結膜熱（プール熱） 

・結核 

・水疱瘡 

・３８℃以上の熱がある場合 

※保育中、37.5℃以上の発熱などがみられた時は園から連絡致します。  

保護者の方のお迎えをお願いします。 

 

症状により医師と相談の上判断して当園して下さい。（登園許可証明書は不要） 

・腸管出血性大腸菌感染症（O-157 等） 

・流行性角結膜炎（はやり目） 

・急性出血結膜炎 

・溶連菌感染症 

・手足口病ヘルパンギーナ 

・百日咳伝染病赤斑（りんご病） 

・ウイルス性肝炎（Ａ型肝炎） 

・伝染性膿痂疹 

※集団生活において、流行を広げる可能性のある伝染病も医師と相談して下さい。 

※保育にあたって気をつけなければならない場合（例えば、心臓疾患、川崎病、ひきつけ、手が抜けや

すい等）は必ず申し出て下さい。 

 

 

 

園とのお約束 

①持ち物等への名前明記 

②爪の手入れ 

集団生活では子どもの爪が相手を傷つけることにもなります。必ず１週間に一度、定期的に爪の手入

れをして下さい。 

③登園前に検温をして下さい。 

④お迎え時、保護者以外の方がお迎えに来られる場合は必ずご連絡下さい。 

⑤お迎えが遅れるときは、必ず前もってご連絡ください。 

 

仕事が休めない時は、四日市市病児保育室（カンガルーム）を利用する方法もあります。 

ＴＥＬ０５９－３５１－４１５２ 



 

 

暴風等による災害が予想される場合、園児の安全確保を第一として以下のように定めます。保護者

の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願い致します。 

 

暴風警報が発令された時 

①登園前に暴風警報又は特別警報が発令されている場合 

 （１）警報が解除されるまで家庭で待機して下さい。 

 （２）【朝７時までに警報が解除された場合】 

    ７時３０分以降に登園して下さい。 

 （３）【朝７時以降警報が解除された場合】 

    解除後１時間を経てから保育を始めます。給食はありませんのでお弁当を持たせて下さい。 

※警報が解除されても道路の崩壊、橋の流失、土砂崩れ、家屋や樹木の倒壊などの危険がある場

合は、登園させないようお願いします。 

②登園後に暴風警報又は特別警報が発令された場合 

 気象状況をみて、安全が確保さる場合は早めに迎えに来て下さい。 

 

大雨・洪水警報が発令された場合 

大雨・洪水警報の場合は原則として保育が行われます。 

 

地震発生の場合 

①園児が園に当園する前 

自宅待機し、テレビ、ラジオ等による情報や余震の程度に注意しながら安全第一に判断して下さい。 

地震の程度に応じてその日の保育については園にお問い合わせください。 

②園児が園にいる場合 

園長の判断により、安全第一に避難します。地震の程度により二次災害も予想されるため、安全を確

認の上、早めにお迎えに来て下さい。 

 

※台風・集中豪雨により河川が決壊した場合、地震発生により事態が急変した場合は園児の安全確保の

ため、日永小学校に避難する場合があります。 

 

台風・大雨・地震発生時などにおける保育について 

山口堂保育園 

〒510-0885 三重県四日市市日永 4-4-38 

TEL 059-345-2388  FAX  059-345-3544 

E-mail  hoiku@yamaguchido.com 

 


